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(57)【要約】
【課題】光の反射と透過との切換を行うことができる構
造体、および、遮光性であっても、収容物の残量を容易
に確認できる容器を提供する。
【解決手段】対向して接離可能に配置される第１透明板
および第２透明板を有し、第１透明板が、第２透明板と
の対向面に、再帰性反射構造を有し、第２透明板が、第
１透明板との対向面に、再帰性反射構造を埋める機能を
有する構造体によって、この課題を解決する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向して配置される、接離可能な第１透明板および第２透明板を有し、かつ、
　前記第１透明板が、前記第２透明板との対向面に、再帰性反射構造を有し、
　前記第２透明板が、前記第１透明板との対向面に、前記再帰性反射構造を埋める機能を
有することを特徴とする構造体。
【請求項２】
　前記第２透明板における前記第１透明板との対向面となる部分の弾性率が、前記第１透
明板の再帰性反射構造が形成される部分の弾性率よりも低いことにより、前記第２透明板
が、前記再帰性反射構造を埋める機能を構成する請求項１に記載の構造体。
【請求項３】
　前記第２透明板が、前記第１透明板との対向面となる第１層と、前記第２層よりも弾性
率が高い第２層と有する請求項２に記載の構造体。
【請求項４】
　前記第２透明板における前記第１透明板との対向面が、前記再帰性反射構造の形状に対
応して、前記再帰性反射構造の表面に密着可能な形状を有することにより、前記第２透明
板が、前記再帰性反射構造を埋める機能を構成する請求項１に記載の構造体。
【請求項５】
　前記再帰性反射構造が、三角柱および錐体の少なくとも一方を、複数、配列することで
構成される請求項１～４のいずれか１項に記載の構造体。
【請求項６】
　前記三角柱の頂角、および、前記錐体の頂点を通過する底面に垂直な三角形の頂角が、
８０～１００°である請求項５に記載の構造体。
【請求項７】
　前記三角柱は、底面が二等辺三角形の三角柱であり、前記錐体は、正角錐および円錐の
少なくとも一方である請求項５または６に記載の構造体。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の構造体を装着した容器。
【請求項９】
　遮光性を有し、かつ、前記構造体の装着位置が透明である請求項８に記載の容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光の反射と透過とを切り換えることができる構造体、および、この構造体を
利用する、内容物の残量の確認を容易に行うことができる容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　化粧品や医療品などは、紫外線等の光によって劣化するものが多い。
　このように、光によって劣化するものを収容する容器には、内容物の劣化を防止するた
めに、遮光性を有する、不透明な容器が使用されている。
【０００３】
　ところが、不透明な容器では、容器の外から内容物を見ることができない。すなわち、
使用者は、容器内における内容物の残量が判断できない。
　そのため、遮光性の容器を使用する化粧品等では、使用者が、内容物の追加や、新品の
製品の買い換えのタイミングを適正に把握することが困難であるという問題がある。
【０００４】
　このような不都合を解決する方法として、遮光性の容器の側面に透明な窓を形成して、
この透明な窓から、内容物の残量の確認を可能にすることが考えられる。
　しかしながら、このような透明な窓を形成すると、ここから、常時、紫外線等の光が侵
入することになり、内容物が光によって劣化してしまう。
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【０００５】
　これに対して、特許文献１には、遮光性を有する不透明容器の側面に、内容物の残量を
判断するための透明な窓を形成し、この透明な窓を完全に被覆することができるレーベル
片を、透明な窓の外側に剥離自在に貼り付けた、不透明容器が記載されている。
　また、特許文献２には、内容物を収容する透明部（半透明部）を有する内容器と、内容
器の口筒部に取付けられる取付けキャップと、取付けキャップに廻動可能に取り付けられ
る、内容器を挿入する、内容器の透明部に対応する位置に窓部を有する不透明な外容器と
を有する窓付き容器が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－１１９６９１号公報
【特許文献２】特開２００６－２７３３３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に記載される不透明容器によれば、通常は遮光性を保ちつつ、必要に応じて
、レーベル片を剥離することによって、内容物の残量を確認できる。
　また、特許文献２に記載される窓付き容器も、同様に、通常は遮光性を保ちつつ、必要
に応じて、外容器を廻動して、内容器の透明部と外容器の窓部とを一致させることによっ
て、内容物を確認することができる。
【０００８】
　一方で、このような遮光性の容器の形状や構成は多種多様であり、これらの特許文献等
に記載される公知の機構以外にも、遮光性の容器の内容物の残量を容易に確認できる、新
たな機構の登場が望まれている。
【０００９】
　本発明の目的は、このような従来技術の問題点を解決することにあり、遮光性であって
も、容易に内容物の残量の確認を行うことができる容器、および、このような容器を実現
可能にする、光の反射と透過とを切り換えることができる構造体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　このような目的を達成するために、本発明の構造体は、対向して配置される、接離可能
な第１透明板および第２透明板を有し、かつ、
　第１透明板が、第２透明板との対向面に、再帰性反射構造を有し、
　第２透明板が、第１透明板との対向面に、再帰性反射構造を埋める機能を有することを
特徴とする構造体を提供する。
【００１１】
　このような本発明の構造体において、第２透明板における第１透明板との対向面となる
部分の弾性率が、第１透明板の再帰性反射構造が形成される部分の弾性率よりも低いこと
により、第２透明板が、再帰性反射構造を埋める機能を構成するのが好ましい。
　また、第２透明板が、第１透明板との対向面となる第１層と、第２層よりも弾性率が高
い第２層と有するのが好ましい。
　また、第２透明板における第１透明板との対向面が、再帰性反射構造の形状に対応して
、再帰性反射構造の表面に密着可能な形状を有することにより、第２透明板が、再帰性反
射構造を埋める機能を構成するのが好ましい。
　また、再帰性反射構造が、三角柱および錐体の少なくとも一方を、複数、配列すること
で構成されるのが好ましい。
　また、三角柱の頂角、および、錐体の頂点を通過する底面に垂直な三角形の頂角が、８
０～１００°であるのが好ましい。
　また、三角柱は、底面が二等辺三角形の三角柱であり、錐体は、正角錐および円錐の少
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なくとも一方であるのが好ましい。
【００１２】
　また、本発明の容器は、本発明の構造体を装着した容器を提供する。
【００１３】
　このような本発明の容器において、遮光性を有し、かつ、構造体の装着位置が透明であ
るのが好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の構造体によれば、光の反射と透過とを容易に切り換えることができる。また、
本発明の容器によれば、本発明の構造体を利用することにより、遮光性であっても、容易
に内容物の残量を確認できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】（Ａ）および（Ｂ）は、本発明の構造体を利用する本発明の容器の一例を概念的
に示す図である。
【図２】（Ａ）および（Ｂ）は、本発明の容器を説明するための概念図である。
【図３】（Ａ）および（Ｂ）は、本発明の容器を説明するための概念図である。
【図４】（Ａ）および（Ｂ）は、本発明の構造体を利用する本発明の容器の別の例を概念
的に示す図である。
【図５】本発明の構造体に利用される透明板の別の例を概念的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の構造体および容器について、添付の図面に示される好適な態様を基に、
詳細に説明する。
　なお、本明細書において、『～』を用いて表される数値範囲は、『～』の前後に記載さ
れる数値を下限値および上限値として含む範囲を意味する。
【００１７】
　図１（Ａ）および図１（Ｂ）に、本発明の構造体を利用する、本発明の容器の一例を概
念的に示す。
　図１（Ａ）および図１（Ｂ）に示すように、容器１０は、容器本体１２と、蓋体１４と
、残量確認部１６とを有して構成される。
　なお、図１（Ａ）は正面図であり、図１（Ｂ）は、側面図である。正面図は、本発明の
特徴である残量確認部１６を正面から見た図であり、側面図は、図１（Ａ）の正面図に対
して、上下方向を軸に容器１０を９０°回転した図である。上下方向とは、容器１０を通
常の状態で載置した際に、鉛直方向となる方向である。
【００１８】
　容器本体１２は、内容物を収容する略円筒状のもので、上部に内容物を排出するための
筒状の排出口を有している。また、容器本体１２の下方には、後述する残量確認部１６を
装着するための凹部１２ａが形成される。
　また、蓋体１４は、容器本体１２の排出口を閉塞するためのものであり、螺合や凹凸を
利用する嵌合等の公知の手段によって、排出口となる筒状部に着脱可能に構成され、容器
本体１２の排出口を閉塞および開放する。
【００１９】
　容器１０は、本発明の構造体に係る残量確認部１６を有する以外には、基本的に、化粧
品、薬品、飲食物等の各種の液体、粉体、粒状物、ゲル状物、ペースト状物等の各種の物
品を収容する、公知の容器である。
　従って、容器本体１２および蓋体１４の形状や大きさ、構成、形成材料等には、限定は
ない。また、本発明の容器は、容器本体１２と蓋体１４とから構成される物に限定はされ
ず、例えば、中蓋を有してもよく、スプレーによって内容物を排出するものであってもよ
く、取り外しができない揺動する蓋体によって排出口を開閉するものであってもよい。
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【００２０】
　容器１０は、紫外線等の光によって劣化する内容物の収納に適した容器であり、容器本
体１２は、残量確認部１６が装着される凹部１２ａ以外は遮光性を有する。また、蓋体１
４も、遮光性を有する。
　なお、容器本体１２および蓋体１４を遮光性にする方法は、容器本体１２および蓋体１
４に遮光性を付与できる塗料を塗布する方法、容器本体１２および蓋体１４を遮光性の包
装材で包む方法、容器本体１２および蓋体１４を遮光性を確保できる材料で形成する方法
等、公知の方法が各種利用可能である。
【００２１】
　容器本体１２の下方には、残量確認部１６が装着される。残量確認部１６は、本発明の
構造体に係るものである。容器本体１２の下方には、略直方体状の凹部１２ａが形成され
、残量確認部１６は、この凹部１２ａに組み込まれて、容器本体１２に装着される。
　図２（Ａ）および図２（Ｂ）に概念的に示すように、図示例の残量確認部１６は、第１
透明板２０と、第２透明板２４と、突起２６ａを有する支持部材２６と、長孔３０ａを有
するガイド部材３０と、付勢部材３２とを有して構成される。
　また、容器本体１２において、残量確認部１６が組み込まれる凹部１２ａでは、容器本
体１２の側面の一部が透明部１２ｂになっている。図２（Ａ）および図２（Ｂ）では、構
成を明確に示すために、容器本体１２の遮光部分にハッチを付している。
【００２２】
　なお、図２（Ａ）および図２（Ｂ）に示す例では、残量確認部１６を容器本体１２に設
けた凹部１２ａに挿入して装着しているが、本発明は、これに限定はされない。
　すなわち、本発明の容器においては、容器本体に凹部を設けずに、容器本体の側面に、
凸状となるように、残量確認部を装着してもよい。
【００２３】
　第１透明板２０および第２透明板２４は、一例として、最大面が長方形の透明な板材で
、最大面を対向（対面）して、対向方向に、接触および離間可能に配置される。
　第１透明板２０の第２透明板２４との対向面２０ａは、再帰性反射構造（再帰反射構造
）を有する。なお、図示例において、第１透明板２０は、一体成型されたものであるが、
本発明は、これに限定はされず、透明な板状の基材に、透明な再帰性反射構造を貼り付け
た構成を有するものでもよい。この点に関しては、第２透明板２４も同様である。
　以下の説明では、『第１透明板２０の第２透明板２４との対向面２０ａ』を、単に『対
向面２０ａ』あるいは『第１透明板２０の対向面２０ａ』とも言う。
【００２４】
　周知のように、再帰性反射構造とは、入射した光が、再度、入射方向に帰るように光を
反射する構造である。
　図示例において、対向面２０ａは、一例として、長尺なプリズム（三角柱）を稜線と直
交する方向に配列した、いわゆるプリズムシート状（プリズム構造）の再帰性反射構造を
有している。具体的には、対向面２０ａは、プリズムの稜線を、図１（Ａ）の図中横方向
、ならびに、図１（Ｂ）、図２（Ａ）および図２（Ｂ）の紙面に垂直方向に一致して、図
中上下方向にプリズムを配列した、再帰性反射構造を有している。また、対向面２０ａの
プリズムは、一例として、頂角が９０°の二等辺三角形の底面を有し、頂角を第２透明板
２４に向けて配列される。
　以下、再帰性反射構造を形成するプリズムの稜線の方向、すなわち、図１（Ａ）の横方
向および図２（Ａ）等の紙面に垂直方向を、便宜的に、『横方向』とも言う。
【００２５】
　なお、図１（Ａ）では、対向面２０ａの再帰性反射構造を説明するために、残量確認部
１６において、対向面２０ａにおける再帰性反射構造を形成するプリズムの稜線を破線で
示している。
　しかしながら、後述するように、残量確認部１６は、通常時には再帰性反射による全反
射構造となっているため、容器外部からの目視的には、金属光沢面のようになっている。
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また、残量確認部１６の第１透明板２０は、容器本体１２内に収容される内容物の残量を
確認する際には、透明になっている。
　従って、残量確認部１６の再帰性反射構造は、基本的に、使用者に目視されない。
【００２６】
　前述のように、第２透明板２４も、最大面が長方形の透明な板材である。
　第２透明板２４の第１透明板２０との対向面２４ａは、第１透明板２０の対向面２０ａ
の再帰性反射構造の形状に応じて、再帰性反射構造の表面に密着可能な形状を有する。
　以下の説明では、『第２透明板２４の第１透明板２０との対向面２４ａ』を、単に『対
向面２４ａ』あるいは『第２透明板２４の対向面２４ａ』とも言う。
【００２７】
　前述のように、第１透明板２０の対向面２０ａは、頂角が９０°の長尺なプリズムを稜
線（横方向）と直交する方行に配列した、プリズムシート状の再帰性反射構造を有する。
また、プリズムの稜線は横方向に一致している。
　この再帰性反射構造の表面に密着可能な形状を有する第２透明板２４の対向面２４ａは
、第１透明板２０の再帰性反射構造と同じ大きさで同じ形状の長尺なプリズムを、稜線を
横方向と一致して、稜線と直交する方向に配列した形状を有するものであり、かつ、互い
の凹部と凸部とが一致するように、プリズムの稜線を、第１透明板２０の対向面２０ａに
対してプリズムの配列方向に半ピッチだけずらした形状となる。すなわち、第２透明板２
４は、第１透明板２０の対向面２０ａと同じ再帰性反射構造が形成された対向面２４ａを
有し、かつ、互いの凹部と凸部とが一致するように、第１透明板２０の再帰性反射構造に
対して、プリズムの配列方向に半ピッチ、ずらして配置されるものである。
　そのため、図２（Ｂ）に示すように、第２透明板２４の対向面２４ａは、第１透明板２
０の対向面２０ａの再帰性反射構造の表面に密着して、隙間無く埋めることができる。
【００２８】
　第１透明板２０と第２透明板２４は、対向して配置され、かつ、対向面２０ａと対向面
２４ａとを離間および密着するように、対向方向に接離可能に構成されている。
　第２透明板２４は、容器本体１２の凹部１２ａの側面に固定されている。容器本体１２
においては、この第２透明板２４の固定部が透明部１２ｂになっているのは、前述のとお
りである。なお、第２透明板２４の固定は、透明な接着剤を用いる方法、透明な両面粘着
シートを用いる方法等、透明性を維持できれば、公知の方法が、各種、利用可能である。
【００２９】
　一方、第１透明板２０は、上下面において支持部材２６で支持されている。支持部材２
６は、板状の部材で、横方向の端面に、突起２６ａが設けられている。
　また、容器本体１２の凹部１２ａの上下面には、横方向に支持部材２６を挟むように、
板状のガイド部材３０が設けられる。ガイド部材３０には、第１透明板２０と第２透明板
２４との対向方向に長尺な長孔３０ａが形成されている。この長孔３０ａには、上下面で
第１透明板２０を支持する支持部材２６の突起２６ａが挿入される。従って、第１透明板
２０は、この長孔３０ａに案内されて、第１透明板２０と第２透明板２４との対向方向に
接離可能に支持される。
【００３０】
　さらに、支持部材２６と容器本体１２の凹部１２ａの側面との間には、支持部材２６す
なわち第１透明板２０を、第２透明板２４と離間する方向に付勢するスプリング等の付勢
部材３２が設けられる。従って、第１透明板２０と第２透明板２４とは、通常は離間して
おり、容器１０の使用者の指等で第１透明板２０を押すことで、第１透明板２０と第２透
明板２４とを密着できる。
【００３１】
　図示例の残量確認部１６は、これにより、通常は遮光状態を保ちつつ、必要に応じて、
光を反射する状態と光を透過する状態とを切り換えて、遮光性の容器１０において、内容
物の残量の確認を可能にしている。
【００３２】
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　一例として、第１透明板２０および第２透明板２４が，屈折率１．５の同じガラス製で
あったとする。周知のように、空気の屈折率は約１．０である。
　図３（Ａ）に概念的に示すように、第１透明板２０と第２透明板２４とが離間している
通常の状態では、第１透明板２０の対向面２０ａすなわち再帰性反射構造は、空気と接触
している。従って、この状態では、第１透明板２０から空気に入射する光の臨界角は４１
．８°である。
　前述のように、対向面２０ａの再帰性反射構造を構成するプリズムは、頂角が９０°の
二等辺三角形である。従って、例えば残量確認部１６に正面から入射した光Ｌの入射角は
４５°で、臨界角よりも大きいため、光Ｌは全反射される。すなわち、図３（Ａ）に示す
状態では、残量確認部１６は、光Ｌを全反射する、金属光沢状態のようになっており、残
量確認部１６から容器本体１２の内部に光Ｌが入射することを防止でき、容器１０の遮光
性は維持されている。
　以下の説明では、残量確認部１６が光を反射する状態を『反射状態』とも言う。
【００３３】
　一方、容器１０に収容される収容物の残量を確認する場合には、図３（Ｂ）に概念的に
示すように、第１透明板２０を押圧して、第１透明板２０の対向面２０ａの再帰性反射構
造と第２透明板２４の対向面２４ａとを密着する。
　前述のように、第１透明板２０および第２透明板２４は、同じガラス製である。従って
、この状態では、第１透明板２０と第２透明板２４との間には、界面が無いのと同じ状態
になる。そのため、例えば残量確認部１６に正面から入射した入射角４５°の光Ｌは、第
１透明板２０および第２透明板２４、容器本体１２の側面の透明部１２ｂを透過して、容
器本体１２に到る。
　従って、この状態では、残量確認部１６は光が透過可能な透明な状態になっており、使
用者は、外部から容器本体１２の内部を視認して、内容物の残量を確認できる。
　以下の説明では、残量確認部１６が光を透過する状態を単に『透過状態』とも言う。
【００３４】
　すなわち、残量確認部１６として本発明の構造体を利用する容器１０は、通常は遮光性
を維持しつつ、必要に応じて、使用者が残量確認部１６から内部を目視して、内容物の残
量を確認し、確認後、再度、遮光状態に戻すことができる。
　しかも、本発明によれば、反射状態は、基本的に正面から入射した光Ｌを全反射するた
め、残量確認部１６は、外観的には金属光沢面のようになっており、他方、透過状態では
、基本的に正面から入射した光Ｌをほぼ透過する。
　すなわち、本発明によれば、残量確認部１６における反射状態と透過状態とのコントラ
ストが高い点でも好ましい。
【００３５】
　残量確認部１６すなわち本発明の構造体において、第１透明板２０および第２透明板２
４は、前述のように、透明な板状物である。
　第１透明板２０および第２透明板２４の透明度には、特に限定はなく、残量確認部１６
が透過状態になった際に、容器本体１２が収容している内容物を視認できればよい。特に
、残量確認部１６が透過状態になった際に、容器本体１２が収容している内容物の液面が
視認できればよい。
【００３６】
　この点を考慮すると、第１透明板２０および第２透明板２４は、ソーダライムガラス、
硼珪酸ガラス、光学ガラスなどの各種のガラス、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）
、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、透明ポリイミド、ポリメタクリル酸メチル樹脂（ＰＭＭＡ
）、ポリカーボネート（ＰＣ）などの各種の樹脂材料等からなる透明板が例示される。
【００３７】
　また、反射状態で、再帰性反射構造に好適に全反射を起こさせるためには、第１透明板
２０は、気体（屈折率は概ね約１．０）よりも、ある程度、大きな屈折率を有する材料で
形成するのが好ましい。なお、この気体には、空気も含む。
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　ここで、後述する再帰性反射構造におけるプリズム等の頂角にもよるが、後述するよう
に、この頂角が８０～１００°が好ましい点を考慮すると、第１透明板２０の形成材料は
、屈折率が１．３以上であるのが好ましく、１．５以上であるのがより好ましい。
【００３８】
　また、第１透明板２０と第２透明板２４と密着した際すなわち透過状態において、残量
確認部１６が十分な光透過性にするためには、第１透明板２０および第２透明板２４の形
成材料は、屈折率の差が小さいのが好ましい。
　具体的には、第１透明板２０および第２透明板２４の形成材料は、少なくとも対向面の
屈折率の差が０．３以下であるのが好ましく、０．２以下であるのがより好ましい。また
、この第１透明板２０および第２透明板２４の形成材料の屈折率の差に関しては、後述す
る、第２透明板の対向面の弾性率が、第１透明板の対向面の再帰性反射構造よりも低い構
成でも、同様である。
　このような構成とすることにより、第１透明板２０と第２透明板２４と密着した際すな
わち透過状態において、第１透明板２０から第２透明板２４に入射する光が臨界角以上に
なることを防止して、透過状態を安定して形成できる。
【００３９】
　また、図示例の容器１０の残量確認部１６のように、第２透明板２４の対向面２４ａが
、第１透明板２０の対向面２０ａの再帰性反射構造の表面と密着できる形状を有する構成
の場合には、少なくとも第１透明板２０および第２透明板２４の対向面を同じ材料で形成
するのが好ましい。
【００４０】
　図示例の容器１０においては、第２透明板２４を容器本体１２の側面に貼着しているが
、本発明は、これに限定はされない。
　例えば、容器本体１２の側面の一部が、透明で、かつ、第１透明板２０の再帰性反射構
造の表面と密着可能な形状を有する構成であってもよい。すなわち、容器本体１２の側面
の一部を、第２透明板として用いてもよい。
【００４１】
　図示例の対向面２０ａにおいて、再帰性反射構造は、底面が頂角９０°の二等辺三角形
である長尺なプリズムを稜線と直交する方向に配列してなる構成を有するものである。
　しかしながら、本発明は、これに限定はされず、第１透明板における第２透明板との対
向面の形状は、例えば錐体、球体や半球体を規則的あるいは不規則に配列してなる再帰性
反射構造など、光透過性を有するものであれば、公知の再帰性反射構造が、各種、利用可
能である。
　この場合には、第２透明板における第１透明板との対向面の形状は、第１透明板の再帰
性反射構造として形成された錐体や半球と同形状の凹部、すなわち再帰性反射構造を構成
する錐体等の表面に密着して錐体等を収容できる凹部を、第１透明板の再帰性反射構造と
同様に配列してなる形状となる。
【００４２】
　中でも、図示例のような底面が二等辺三角形である長尺なプリズムを配列してなる再帰
性反射構造、および、錐体を規則的あるいは不規則に配列してなる再帰性反射構造は、好
適に例示される。
　その中でも特に、図示例のような底面が二等辺三角形である長尺なプリズムを配列して
なる再帰性反射構造、正四角錐や正三角錐などの正角錐を規則的あるいは不規則に配列し
てなる再帰性反射構造、円錐を規則的あるいは不規則に配列してなる再帰性反射構造は、
好適に利用される。
　このような再帰性反射構造を利用することにより、反射状態における残量確認部１６の
光反射率を向上して、残量確認部１６の遮光性をより向上できる、反射状態（遮光時）に
おける意匠性を高めることができる等の点で好ましい。
【００４３】
　なお、本発明に利用される再帰性反射構造においては、必要に応じて、プリズムと正四
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角錐との併用、プリズムと円錐との併用など、複数の異なる形状を併用して、再帰性反射
構造を構成してもよい。
【００４４】
　本発明において、再帰性反射構造が、プリズムのような三角柱を配列してなる構成であ
る場合や、錐体を配列してなる構成である場合には、三角柱の頂角すなわち第１透明板２
０に対面する頂角の角度、および、錐体の頂点を通過する底面に垂直な三角形の頂角が、
８０～１００°であるのが好ましく、８５～９５°であるのがより好ましい。
　頂角を８０°以上にすることにより、光Ｌの入射角が大きくなりすぎることに起因して
、透過状態でも入射角が臨界角以上になって光Ｌを反射して透明性を低減することを防止
できる点で好ましい。
　また、頂角を１００°以下にすることにより、光Ｌの入射角が小さくなりすぎることに
起因して、反射状態でも入射角が臨界角未満になって光Ｌが容器本体１２内に入射するこ
とを防止できる点で好ましい。
【００４５】
　なお、前述のように、図示例の第１透明板２０の対向面２０ａは、稜線を横方向に向け
て長尺なプリズムを配列している。
　しかしながら、本発明では、再帰性反射構造が長尺なプリズムを配列する構成である場
合には、稜線を上下方向にして、長尺なプリズムを配列した構成でもよい。
【００４６】
　さらに、第１透明板２０および第２透明板２４は、透明な板材に、光透過性を有する市
販のプリズムシートや再帰性反射シートなどを貼着することにより、対向面２０ａに再帰
性反射構造を設けた構成等も、利用可能である。
【００４７】
　プリズムのような三角柱を配列してなる構成である場合や、錐体を配列してなる構成で
ある場合には、三角柱や錐体の形成周期である周期ｐや、プリズム等の高さすなわち再帰
性反射構造の高さｈ、残量確認部１６（後述する調光窓や調光ガラス）の大きさ、第１透
明板２０や第２透明板２４の形成材料等に応じて、適宜、設定すればよい。
　ここで、生産性等を考慮すると、周期ｐは１０～１００μｍが好ましく、高さｈは５～
５０μｍが好ましい。
【００４８】
　図４（Ａ）および図４（Ｂ）に、本発明の容器の残量確認部すなわち本発明の構造物の
別の例を概念的に示す。
　なお、図４（Ａ）および図４（Ｂ）に示す残量確認部４０は、第２透明板が異なる以外
は、前述の残量確認部１６と同様の構成を有するので、同じ部材には同じ符号を付して、
以下の説明は、異なる部位を主に行う。
【００４９】
　図２（Ａ）等に示す残量確認部１６は、第２透明板２４が、第１透明板２０の対向面２
０ａすなわち再帰性反射構造の表面に密着可能な形状の対向面を有することにより、第１
透明板２０の再帰性反射構造を全面的に埋めている。
　これに対して、図４（Ａ）および図４（Ｂ）に示す残量確認部４０は、第２透明板４２
の弾性率を、第１透明板２０の対向面２０ａの再帰性反射構造の弾性率よりも低くするこ
とにより、図４（Ｂ）に示すように、第２透明板４２によって、第１透明板の再帰性反射
構造を全面的に埋めることを可能にしたものである。
【００５０】
　図４（Ａ）および図４（Ｂ）に示す残量確認部４０においては、一例として、第１透明
板２０をガラスのような十分な硬度を有する材料で形成して、第２透明板４２を透明なシ
リコーン樹脂のような透明な弾性体で形成している。
　前述のように、第１透明板２０は、通常の状態では、図４（Ａ）に示すように、第２透
明板４２と離間している。この状態では、先の残量確認部１６と同様、図３（Ａ）に示す
ように、入射した光は空気と接している第１透明板２０の再帰性反射構造によって全反射
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され、残量確認部４０は金属光沢面のような反射状態になっている。
【００５１】
　一方、第２透明板４２は弾性体で形成されるので、対向面４２ａは、硬い第１透明板２
０の再帰性反射構造（対向面２０ａ）よりも弾性率が低い。
　従って、第１透明板２０を第２透明板４２に押圧すると、図４（Ｂ）に示すように、第
１透明板２０の対向面２０ａの再帰性反射構造が、第２透明板４２に食い込み、最終的に
は、再帰性反射構造の全面を第２透明板４２の対向面４２ａに密着できる。
【００５２】
　このように、第１透明板２０を第２透明板４２に押圧することにより、第１透明板２０
の再帰性反射構造は、空気よりも屈折率が高く、好ましくは前述のように第１透明板２０
との屈折率の差が０．３以下である第２透明板４２に密着する。
　そのため、外部から第１透明板２０に入射した光は、臨界角以下の入射角で第１透明板
２０から第２透明板２４に入射する。その結果、光は、第１透明板２０および第２透明板
２４、容器本体１２の側面の透明部１２ｂを透過して、容器本体１２に到る。従って、こ
の状態では、残量確認部４０は透過状態になっており、使用者は、外部から容器本体１２
の内部を視認して、内容物の残量を確認できる。
　これにより、図４に示す残量確認部４０を利用する容器は、通常は遮光性を維持しつつ
、必要に応じて、使用者が残量確認部４０から内部を目視して、内容物の残量を確認し、
確認後、再度、遮光状態に戻すことができる。また、先の例と同様、反射状態と透過状態
とのコントラストも高い。
【００５３】
　第２透明板４２の形成材料は、第１透明板２０の形成材料に応じて、第１透明板２０よ
りも弾性率が低く、かつ、十分な透明性を有する材料であれば、各種の材料が利用可能で
ある。
　一例として、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）等のシリコーン樹脂、高透明ウレタ
ンゴム、アクリルゴム、ブチルゴム等が例示される。
【００５４】
　なお、第１透明板２０と、第２透明板４２との弾性率の差は、第１透明板２０の対向面
２０ａに形成された再帰性反射構造を、第２透明板４２の対向面４２ａに埋めることがで
きる弾性率の差を、適宜、設定すればよい。
　本発明者の検討によれば、第１透明板２０に対する第２透明板４２の弾性率の比が、１
／１０以下であるのが好ましく、１／１００以下であるのがより好ましい。
　第１透明板２０に対する第２透明板４２の弾性率の比を１／１０以下とすることにより
、より好適に第２透明板４２によって第１透明板２０の再帰性反射構造を埋めることがで
きる点で好ましい。
【００５５】
　また、第２透明板４２は、弾性率が１００ＭＰａ以下であるのが好ましく、１０ＭＰａ
以下であるのがより好ましい。
　第２透明板４２の弾性率を１００ＭＰａ以下とすることにより、少ない力で反射状態と
透過状態との切換を行うことが可能になる点で好ましい。
【００５６】
　また、第２透明板４２の厚さは、第１透明板２０の再帰性反射構造の高さｈや、第１透
明板２０と第２透明板４２との弾性率の差に応じて、第１透明板２０の再帰性反射構造に
密着して、再帰性反射構造を埋めることができる厚さを、適宜、設定すればよい。
【００５７】
　第１透明板および第２透明板は、少ないとも一方が、２層構成などの多層構成であって
もよい。
　第１透明板および第２透明板の少なくとも一方を、２層構成などの多層構成とする場合
には、互いの対向面となる層の形成材料が、上述したような弾性率の条件や、厚さの条件
を満たせばよい。
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【００５８】
　例えば、図５に概念的に示す第２透明板５０のように、弾性率が高く十分な剛性を有す
る基材５０ａと、この基材５０ａに支持される、基材５０ａおよび第１透明板２０（再帰
性反射構造）よりも弾性率が低い弾性体５０ｂとを有する構成が例示される。この第２透
明板５０を用いる場合には、弾性体５０ｂを第１透明板２０との対向面とする。
　この構成によれば、第２透明板５０が機械的強度を十分に確保しつつ第１透明板２０の
再帰性反射構造を埋めることが可能になる点で好ましい。
【００５９】
　以上の例は、本発明の構造体を化粧品等の容器に利用した例であるが、本発明の構造体
は、第１透明板と第２透明板とを接触して、第１透明板に形成された再帰性反射構造を、
第２透明基板の対向面によって埋めること、および、第１透明板と第２透明板とを離間す
ることで、迅速かつ簡易に反射状態と透過状態とを切り換えられることを利用して、各種
の用途に利用可能である。
　一例として、反射状態と透過状態とを切り換えることができる、いわゆる調光窓や調光
ガラスに、本発明の構造体を利用することが例示される。
【００６０】
　以上、本発明の構造体および容器について詳細に説明したが、本発明は、上述の例に限
定はされず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、各種の改良や変更を行ってもよい
のは、もちろんである。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　化粧品等を収容する容器、調光ガラスや調光窓等に、好適に利用可能である。
【符号の説明】
【００６２】
　１０　容器
　１２　容器本体
　１２ａ　凹部
　１２ｂ　透明部
　１４　蓋体
　１６，４０　残量確認部
　２０　第１透明板
　２４，４２　第２透明板
　２６　支持部材
　２６ａ突起
　３０　ガイド部材
　３０ａ　長孔
　３２　付勢部材
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